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≪標準報酬月額上限変更手順書≫ 

 

以下の変更手順は令和 2 年 9 月下旬以降に日本年金機構より送付される「標準

報酬改定通知書」にて厚年等級（32級・65万円）に該当する方がいる場合に行

っていただくものです。 

 

※該当する方がいない場合は、11 月に発送を予定しております「年末調整対応

プログラム」にて自動的に区分が追加されるように対応いたしますので、以下の

変更は不要です。 

 

【変更手順】 

① 給与管理システムを起動していただきます。 

②「マスタ管理（マスター管理）」⇒「各種テーブル表設定」⇒「標準報酬月額

表」を開きます。 

③ 一番左の列の健保等級が 35等級のところまで下にスクロールします。 

下図の様に 35等級の右には何も入っておりませんので、「32」を入力します。 

 

 

 

「32」を入力後、更新ボタンを押してください。 

 

続いて、等級（標準報酬月額）を設定します。 

※「社会保険料の金額」を個人情報設定で直接入力されている場合は次頁の作業

は不要です。 
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④ 対象者の等級（標準報酬月額）を変更します。 

「マスタ管理（マスター管理）」⇒「個人情報設定」⇒「介護保険第２号被保険

者設定」を開きます。 

 

≪等級を入力している場合≫ 

健保等級 35等級以上の方の入力の際に、厚年等級に「32」と入力してください。 

また、新厚生年金の金額が「59,475 円」になっていることも併せてご確認くだ

さい。 

 

 

 

 

≪標準報酬月額を入力している場合≫ 

健保標準報酬月額が 650,000 以上の方の入力の際に、厚年標準報酬（千円）に

「650」と入力してください。 

また、新厚生年金の金額が「59,475 円」になっていることも併せてご確認くだ

さい。 

 

 

 

 

変更後は必ず更新ボタンを押してください。 

設定は以上になります。 


